
いということではな くて、単に延ばす ということでございます。

それか ら、 これはまさにバランス論でございま して、その点をどう考えるか というのは、まさ

にこの検討会で御議論いただければと思います。

○駒村委員長 バランス論 という表現がいいかどうかわか りませんけれ ども、今の御説明につい

て各委員か ら、樋 口先生も今の御説明で。

○馬袋委員 ちょつとよろしいですか。

○駒村委員長  馬袋委員。

○馬袋委員 最後の 13ペ ージ、14ペ ージに、だか らこうなのだという前提の期間、要す るに見

直 しを延ばす という話。例えば 13ページの丸に、600時 間課程を 24年 度か ら予定 どお り実施す

ることに対応できない事業者、従事者が多数だということであります。だか ら、というのが出て

きて、今度は下のポツで、突然、たんの吸引等の医療ケアの問題が発生 していること。そ して、

14ペ ー ジの下か ら2つ 目のポツが 3年後程度 とい うのは、この内容がつなが つているのか、つな

がっていないのか。

そもそも 600時 間に従事者 とかが対応できないか ら3年 という形なのか。後で医療的ケアの議

論が出てきたのですが、私は介護における医療的ケアは社会の中で要請 されてきているケアの二

一ズであ り、それ を専門的にやるためにはどういう研修カ リキュラムを実施す るか ということで

あると思います。

資格 を付与することについては、走 ってい く中で追加を していく部分だ と思います。それは、

2級 を取 つて仕事 を していても、例 えば医療 との連携をしていくというのは、医療機関に行 つて

勉強 して、実習 して教 えていただ くというのは現場では当た り前のようにやつているわけですか

ら、そ ういうものが突然出てきたか ら変わ つた というのは、 この 3つ の論点は合わないのではな

いで しょうか。だか ら、吸引とか、医療的ケアが原因で期間 を延ばすのは今回議論 している内容

とは私は別だと思 うのですが。

○駒村委員長 今回は中間報告とい うことなのですけれ ども、今の点、課長、いかがで しょうか。

○藤澤福祉基盤課長 あ りが とうございます。事務局の福祉基盤課長でございます。

13ページ、14ペ ージの うち、一番最後の 2つの丸のところが結論部分のよ うな感 じで、事務局

案 としては書かせていただいて、それに至る過程を前半で整理 して、委員の方々の御意見を中心

に、 これまでの御議論の過程でおおむね合意 をいただけるのではないかというところを、事務局

であ らあら抽 出させていただいて、こういうス トー リーで今まで議論いただいたのかなというこ

とで整理 させていただきま した。

それは、例えば 13ペ ージの上から2つ 目の丸で、今、馬袋委員がおつしやいま したように、調

査を委員の方々に御協力いただいてお願いして集計 してみましたところ、対応できない事業者の

方や従事者の方が多数だろうというのが 1つ 。

更に、3つ 目の丸で、600時 間課程、それから先ほど樋口委員などがおつしゃいましたように、

介護職員基礎研修が 500時 間で、更にホームヘルバ‐ 1級 、 2級 、 3級 とございまして、同じよ

うな内容の研修課程が、乱立 しているような印象が現場にあるのではないかという御意見が、こ

16



れまでのこの検討会の場で比較的多かつたかなというEp象 を事務局で持ちましたものですから、

こういつた形で整理 して、今日事務局案として先生方に見ていただいてお諮 り申し上げているの

が 2つ 目の要因でございます。

更に申し上げますと、急に出てきたような話かもしれませんが、先ほども御議論ございました

ように、たんの吸引等の医療的ケアの実施をどうするかということの検討が始まっておりますの

で、その検討が進み、実際にやるということになった際には、介護福祉士について、そのやり方

をどうするかということもあわせて、当然その問題というか、課題になってくるだろうというこ

とで、13ペ ージの下から2つ 目の九に書かせていただいたところでございます。

ほかにもあると思いますが、これまで御議論いただいた点や、新たに課題として出てきた点を

事務局なりにとりまとめますと、14ペ ージの下 2つ の丸に集約することができるのではなかろう

かということで、 3回 日以降、委員の方々の御意見も幾つかお伺いいたしまして、今日見ていた

だいているということでございます。

○駒村委員長 廣江委員。

○廣江委員 そうしますと、私、基礎研修の方向性の中で埋没 しているのでどうなっているかと

いうことを聞こうと思つていたら、今、課長の御譲明で、そういうものも含めて、ヘルパイの研

修の入 り日、名称も含めて、内容も含めて、ヘルパ
=か ら介護福祉士の 600時 間のところまでシ

ニムレスに、今までみたいにがたがたとでこばこ道ではなくて、アスファル トのスマT卜 な道を

走らせていただくために、そういう制度をつくるために、少 し時間を延ばそうということですね。

○藤澤福祉基盤課長 中身の検討は、今までの 3回 あるいは今回でも、まだそこまでは具体的な

ものはしていただいていないのではないかと思います。その検討にも少し時間を要するのではな

いか。それは、是非この場でお願い申し上げたい。

更に申し上げますと、T番最初に委員の皆様にお願いしましたのは、介護福祉士を取つた後も

含めた、あるいは介護福祉士を取 らない方も含めた全体のキヤリア形成の在 り方のようなものも、

この場で今年の年末までに御検討をお願いできればということでお願いしておりますので、そう

いったことも含めてこれからお願いしたい。

そこら辺もありますと、最後の 3年ほどは施行までの期間をみていただいた方がいいのではな

かろうかということで申し上げておりますも

○廣江委員 それだと、12月 までかけて、もうちょっといろいろなことが詰められるといいので

はないかと私は思います。ヘルパーから、500時間があつて、600時間があつて、本当に現場はこ

れで滅入つて しまって、うつ状態になつてしまって、またメンタルヘルスに困るような状況にな

っています。その辺を少 し考えていただかなければならないなと思っています。

もう一つ、ついでに言わせていただいてよろしいですか。

○駒村委員長 はい。

○度江委員 先般、田中滋さんなどが中心になつた地域包括ケア研究会議の中で、先ほどもちょ

つと田中先生と議論 したのですけれども、その中で介護福祉士の医療行為をもつと上げていかな

ければいけないということを今日もおつしゃつていたのですね。看護師との問題がいろいろ。今



までの レベルで、単なるたんの吸引だけではな くて、もう一つ上をね らって、この研究会の レポ

ー トはなつているので、そ こまで突つ込んだ議論 をしておかなければいけないのではないだろう

かと、私は今 日痛切に思 ったのです。

もう一点は、この 12月 に結論を出 したときに、これで終わ りでな しに、3年 ない し4年に 1回

は必ず このカ リキュラムを見直 して、常にステ ップア ップ してい くのだよということをは つき り

させいただきたいということ。

それか ら、専門性 を持 うた介護福祉士をつ くるなら、専門性 を持 つた介護福祉士はどういう方

向で、看護師 と同 じ道なのか。私はちょつと違 つた方向がいいと思います けれ ども、違 つた形で

整合性 を持 つたもの を現場か らステ ップア ップしていけるようなシステムをつ くらなけれ ばいけ

ないと思います。看護 と違 つて、学校でというのはなかなか難 しいのではないか。また、6か月、

どこかに勉強に行 くという制度があつてもいいと思いますけれ ども、その辺もひっくるめて、介

護福祉士までは広 く。

そこか ら先はもう少 し厳 しくですけれ ども、介護福祉士 というものによ リー層 日が当たるよう

に考えていっていただかなければならないと思うので、その辺はこの後の残りのコースについて

も是非検討 していただきたいと思います。以上で ございます。

○駒村委員長 御意見。方向としては、今後の視点ということですね。

○廣江委員 はい。下の 2つ にそ ういうことが入 つているので、含む ということを聞いたので、

少 し安心 しま して、今 日ほつとして帰れます。

○駒村委員長 では、堀 田さん。

○堀 田委員 間に 2回 欠席 とな り申 しわけあ りませんで した。

幾つか意見、先に後 ろの方の意見 を申 し上げて、あとで前か ら気が付いたところを申 し上 げた

いと思います。今の廣江 さんがおっ しゃつたところとも関連するのですけれ ども、まず 13ページ、

14ペ ー ジの今後の検討の方向性についての ところで、先ほどの御説明の後 ろの 2つ ポツが、この

結論 ということではやは りないのではないで しょうか。文言の上でも、13ペ ージの上か ら 3つ 目

のポツにあるような、かつ 12ペ ー ジのその他の中に、例えばカ リキユラム見直 しとか、今後のキ

ヤ リアア ップの先までも考えますよということは書かれていると思います。今回は、 この中間と

りまとめのタイ トル 自体 も「介護福祉士受験資格 を取得するための」 というところに限定 されて

います けれ ども、検討会全体 と しては資格体系全体も見直す ということを前提に置 いていて、だ

か らこそ 3年 ということがわかるように していただいた方が、望ま しいのではないか。

もう一つ、13ペ ー ジ、14ペ ージに、今か ら申 し上げるものは、も し足せるのであればとい うこ

となのです けれ ども、局の性格かも しれないのですが、制度的な対応 ということについて、例え

ば 12ペ ー ジでは、配置基準の運用の緩和 とか質の高いサー ビス、質に運動する報酬体系 というこ

とにも触れ られているわ けですけれ ども、 4の 中では、 ここに書 いてあることを実現することに

向けた制度的対応の必要性 ということは、意図的にか、あるいは落ちて しまっています。

例 えば配置基準の緩和 とか質に連動 した報酬体系とい うことを具体的に書かないまでも、これ

らができるような制度的な対応も検討するというのは、 4の 中にも拾 つていただいてもいいので
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はないか。

4の 中であと 1つ だけ、これは意見ではなくて質問なのですが、13ペ ージの上から4番 目のポ

ツです。「体系の再編にあたつては」云々というところで、求められる能力、キャリアまではいい

のですけれども、「処遇等との関係を」というものの「処遇」というのは、どういうイメージがあ

るので しようか。

先ほど河原さんもここに入つてよかつたとおつしゃつていましたけれども、これは例えば資格

を取つたら、これ ぐ′らいの給与水準とか、そんなことが考えられているのか。その考えられてい

るイメージによつては、ここに処遇というものが入るのが適切なのか書き過ぎなのかということ

もあると思いますので、ここに処遇と書かれたことの趣旨をまずお聞きしたいなと思つています。

残 りは後にさせていただきます。

○駒村委員長 最初の 2つ は、報告書がやや限定的で、もう少し資格体系全体の話で議論がある

ことを確認。

2つ 日は、制度、報酬体系と研修制度との関係性がわかるような書きぶ りが重要。

3つ 目はまさに質問で、この 3つ 目について、まずお答えいただければと思います。

○泉福祉人材確保対策室長 御質問ということでいただきました「処遇」という言葉ですけれ ど

も、ちょつとあいまいな使い方をしてしまったかもしれませんが、制度上の位置付けという程度

の意味合いで、そのつもりで筆を動か したということでございます。

○堀田委員 制度上の位置付けというのは具体的に。

○泉福祉人材確保対策室長 制度上、こういう役害1を する人、主任何々みたいなイメージの位置

付けを、この「処遇」という言葉で表現 したということなのですが。もっと適切な表現があるの

であれば、御示唆いただければと思います。

○河原委員 ちよつとよろしいですか。

○駒村委員長 はい。

O河原委員 事務局の方のお答えということで、正式とするならばそれでいいのですけれども、

私がこのように要請したのは、処遇はずばり賃金です。それがら、さわしくないということであれ

ば、それはそれで私はいいと思いますが、ただ、今まで私も言つていたと思いますけれども、ち

ょつと露骨な言い方ですが、求められるものが多くて、得るものが少ない。そういつたことも私

は言 つてきたつも りです。勿論、賃金だと、きちっと格調高いまとめ方 をしなければいけません

ので、表現 しに くいかと思いま したけれ ども、せめて処遇 という言い方 をしていただきたい とい

うことで言いま した。

ですか ら、今の堀田委員の質問
=私

が事務局ではあ りませんので、何 とも言えませんが、私は

そ うい うイメー ジで した。それがふ さわ しくないということだった ら、私は入れてほ しいな とい

う希望です。

○駒村委員長 では、藤井さん。

○藤井委員 私は、ここに「処遇」が入 つているのは、違和感があ ります。というのも、現在の

制度の大前提が、制度側が介護従事者の処遇 を直接決めるという仕組みではな く、今は事業者が
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経営環境に基づいて介護職員の処遇を決めるのという仕組みで動いているわけだからです。 した

がって、14ペ ージの一番上の丸に事業者の役害1を 書いていただいているので、ここに「事業者は

利用者に質の高いサービスを提供するために従事者の研修機会の提供・確保に努めること」とい

つた内容を入れていただいて、従事者の給与と書いてもいいです し、処遇の質を高めるよう努め

ることということを、こちらに書いていただいた方が混乱はないかなと思います。

○河原委員 こういうところに入れてというのは、処遇を待遇と言つた方がわかりいいのだつた

ら、それでいいのですけれども、労使で決めることだとずつと言われているのですね。ただ、3%

の介護報酬の引き上げについても、処遇を何とか しなければいけないということがございま した。

それから、介護職員処遇改善交付金についても、国が何とか手を差 し伸べてということもござい

ました。

つま り、労使だけの問題ではな い、それはいいことかどうかは別に して、今までも労使だけで

やるのではな くて、 うま く言えないかもしれませんけれ ども、手の差 し伸べ方が、もう国が動き

出 してきて、何 とか しなければいけないという格好になってきているわけですね。

とす るな らば、今後 もそ ういったこともあ り得るかも しれませんが、 ここで書いていても私は

いいのかなと思 ったのですけれ ども、違いますかね。               .、

○藤井委員 違 うと思います。よろしいですか。

○駒村委員長 はい。

○藤井委員 それであれば、14ペ ージの 2番 目の白丸に、国が不適切な処遇 をとる事業者に対 し

て云々 と書 いていただ くべきだ と思います。いかにサー ビスの質をよ くす るか、そのために従事

者にやる気になって働いていただいて処遇が上がるかということは、事業者がまず真剣に考える

べきことだと思います。もちろんtそれをやらないところに対 して、国なり地方公共団体が指導・

助言するということはあると思います し、しなければいけないと思いますが。

○因委員 今の関連ですが、こういうところに入れるか入れないかというお話ですが、介護報酬

改定のときの説明文にも介護職員の処遇改善のためにと書かれているので、私はおか しくないと

思います。む しろ書いていただきたいと思いまづ。

○駒村委員長 馬袋さん。

○馬袋委員 経営者の立場から言いますと、14ペ ージについて、事業者として、さつき藤井委員

がおっしゃったように、ここは当然従事者の質を高めるための研修の機会、それに伴 う処遇等の

向上を図る、キャリアパスを図るというのは、私はよくわか ります。

そうしたら、これに対するところは、13ペ ージの下から4つ 目のポチになりますけれども、そ

の体系の再編にあたつては、各段階で求められるスキル、キヤリアと連動 した、求められる質に

対する報酬の体系を定めるという形でないと、それを実施することの裏付があつて、事業者の雇

用責任として、この最後の 14ペ ージのところをもって改善 していつているということにしないと、

しつか りや りたいけれども、どういう報酬で入つてくるのか、求められるものに対 して事業者が

チャレンジした くなるようにしないといけないと思います。

教育と質とチャレンジすることのセットがあれば、よくなるという意味では、書き方をこのよ
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うな形に変更 していただければと思います。

O駒村委員長 そうすると、14ペ ージで、雇用主としてのことも明確に書いた上で、更に。

○馬袋委員 書 くというか、さつき藤井先生のおつしゃつたことです。

○駒村委員長 なるほど。では、堀田さん。

○堀田委員 先ほど申し上げたこととも重なるのですけれども、私は 13ペ ージに「処遇」と入れ

るよりは、14ペ ージを、先ほど藤井さ
～

がおつしやつたのとやや異なりますが、「質の高いサー

ビスを提供するために従事者の研修機会の提供・確保に努め、資質向上に応じた処遇の改善に」

とかいうことをここには入れておいて、この丸とは別に、事業者が質の高いサービ不を提供する

ために、資質向上に向けた努力をしやすくするような制度的な対応、その中に報酬体系も含めて

先ほど申し上げた配置基準とか質に連動 した報酬ということも、それと連動 してくると思うので、

報酬上の検討を含めて、事業者が従事者の資質向上に運動 して処遇を上げていけるようなことに

配慮 した制度的な対応をすべきというのを¬つ起こせばいいのではないかと思います。

○駒村委員長 今ので事務方はいかがでしょうか。もう一つ、後半の案を明確に立てるという点

については。        | ｀

○泉福祉人材確保対策室長 その方向で文言の細かい調整をさせていただきたいと思います。

○駒村委員長 では、この点については、事務局と私の方で引き取つて御相談したいと思います。

ほかの論点はいかがでしょうか。北村さん、お願いします。

○北村委員 北村でございます。

まず、11ペ ニジの受講支援策でございます。

ここに書いてありますとおり、介護職員が外部研修を受講する際は「派遣職員やアルバイ トを

確保する」は 4.4%に 過ぎなかつたとい うところで、それが 14ベ ージの 2つ 目の丸ポチに入つて

いるということ。まずご指摘 したいのは、在宅分野であつても、この部分は介護上特性や、人の

手配、またはな じみの関係とかで非常に困難をきわめている。私どもも支援策をどうするかとい

うことを考えていかなければいけないと思っておりますけれども、そこは是非工夫が必要だとい

うこと。特に、施設系でもかなり難しいものが、在宅系になるともっと難 しい、かう不可能であ

るという状況を踏まえておきたいと思つております。

それから、何度も課題になつております「施行は 3年後程度」というところですが、もう‐ 度

確認なのですけれ ども、いわゆるスケジュール感としては、制度改正があつて、さまざまなもの

が整備できた。それから、カリキュラム変更等をやつていきますので、その 3年後ということで、

そうすると 24年 3月 、4月 を超える。私が何を言いたいかというと、そのスケジユール感をちゃ

んと明確に しておくことによつて、働 く人たちも含めて、さまざまな養成施設もそうですし、ス

ケジュニルを組みながら、それに向かつていけるということがありますから、その辺を明確に し

ておきたい。

どこが起点で始めるのだというところなのですが:そ の点はこういう理解でよろしいので しょ

うか。

○駒村委員長 その辺は人事な数字の話ですから、確認 して ください。
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○泉福祉人材確保対策室長 600時 間課程の施行については 24年 度 とい うことになつてお ります

ので、 3年後程度 と申 し上げたのは、27年度を想定 しております。

○駒村委員長  関連ですか。

○北村委員 そ うすると、一番最初の、多様な介護の仕事へ参入できるよ うな間口を維持 しつつ、

段階的なとい うところは、そこまでず っと待たなければいけないとい うこと。全 く想定 していな

かつたのですが、いかがかと思います。

○駒村委員長 納得 しないということですか。

O北 村委員 もう少 しス ピー ド感 を持 つて、制度改正があり、法律改正があつて、そのカ リキュ

ラムをつ くりなが ら、単純に私は、来年 4月 か ら3年後 ぐらい、 1年 遅れ る程度なのかと理解 し

たのですが。先ほど石橋委員の根拠の話もそ うです。

○駒村委員長 大事なところなので、事務方か らこの辺の説明を更にお願い したいと思います。

○泉福祉人材確保対策室長 24年 度施行が 27年度ということですが、事務方で このような議論

をさせていただいてお ります。

まず、600時 間課程 というのは、もう既にカ リキュラムを一通 りつ くり、ある意味省令な りの

準備 を進めて施行できるように してあったわけですけれ ども、これか らそれ を見直 して、 こうい

うことであるとお示 しし、各事業者様の方で準備 をされてということをいた します と、数年前か

らや ってお りま した 600時間課程の準備をもう一回巻き直すみたいな ことにな りますので、それ

に応 じた期間が必要ではないかということ。

それか ら、文言上、出てお りませんで、甚だ恐縮ですが、600時間課程 とい うものは、結局、

実務経験 コースの方々ということにな りますが、実務経験 コースの方は年間約 15万 人が受験 され

ておるわけです けれ ども、これ らの方々にそ うした新 しい課程を用意す るということであれば、

しかるべ く準備期間が必要ではないか ということでございます。

例 え |ボ 24年度施行 ということに しますれば、新たに課程 をつ くって、これか ら 1年程度後に

15万 人の方に新たな課程 を受けていただかなければな らず。ということは、15万 人分の各養成課

程 を準備 され る事業者の方に用意 していただかなければな らないとい う物量的な問題もございま

す。また:そ ういつた ことを念頭に置 きま して、 3年程度 という数字 を書かせていただいてお り

ます。

○藤澤福祉基盤課長 あわせま して、もう一つだけ付け加えをさせていただきます と、御承知の

ように、この 600時 間課程は介護福祉士法に半年間の養成課程 という記載が ございます。そこを

も し見直す とすればt国会の御判断を仰がなければな らないということにもな りますので、その

意味でも時間 を要す る要素があろうか と思つてお ります。

○駒村委員長 石橋委員。                        _

○石橋委員 関連なのですけれども、そもそもこの 19年 の法律改正の ときには、既に 24年 度に

は 600時 間の実務経験 コースについて一定の教育をしなければいけないということで定め られて

お り、それな りの準備 を本来であれば していたはずだと思 うのですけれ ども、それなのに、多少

見直 しがあった としても、その施行が 3年程度延びるというのは、やは りいかがなものか と言わ
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ざるを得ません。私どもにとっても、資格取得方法の一元化というのは、先ほど樋口委員がおつ

しゃられたように、ほかの専門職と同等と認められるために是非必要なことであると思つていま

したので、安易な先延ばしというのは避けるべきだと思っています。よほどの根拠とか理由がな

い限 りは、 3年先延ばしは反対です。

○因委員 関連で。

○駒村委員長 関連でしたら、因先生、先に。あと、桝田先生に。

○因委員 関連なのですが、14ペ ージの一番下です。これは今、議論 していることのバラシスで

入れましたとおうしゃいましたね。一番下というのは、養成施設から国家試験を受験する時期も

あわせて見直すということなのですが、私は一回も休まずにこの検討会に来ていますが、一回も

議論 していないし、一回も出ていないのです。だから、バランスということをもっと納得の行く

ような形で、なぜ突然入つてきたかということもあわせて説明していただけたらと思います。

○駒村委員長 関連することでしたら、桝田さん。

○桝田委員 関連 しますけれども、ちょっと後で。

O駒村委員長 事務局から、今の点についてどう考えるか。

○泉福祉人材確保対策室長 バランスと申し上げた言葉の説明ということになりますけれども、

600時間課程の方と養成施設ル,卜への国家試験義務付けというのは、介護福祉士法の改正の上

で、同時期、24・年度の施行ということになっておりました。そうした一連の流れといいますか、

状況の中で、それぞれのルー トがそれぞれのバランスをとつて質の向上、引き上げを図るという

スケジュニルになつておりましたということで、この施行時期の件を入れさせていただいている

ということでございます。

○駒村委員長 セッ トでというフレームの中で進んできたということなのですけれども。はい。

○因委員 介護福祉士の質を考えるのであれば、できることからやってもいいのではないか。そ

のバランスというところが、ちよつと腑に落ちなかつたものですから質問させていただきま した。

○駒村委員長 関連。はい。

O桝 田委員 関連を含めてなのですけれども、まずこの 3年間という問題点で、 3年かけるので

あれば、あらゆるものをきつちり整理する必要があるだろう。この間に整理 してしまわなかつた

らできない問題というのも、多分起こってくると思うのです。基礎研修の問題等は、特にいろい

ろな形がある分をシンプルにする必要があるだろうし。

もう一つ、キャリアパスをどう構築していくのか。介護職員の中の給与アップにつないでいく

方法というのは、キャリアパスしかないと思うのです。ですから、専 F5介護福祉士 (仮 称)の間

題が出ていますけれども、そこも検討の中に入れて、この 3年間で一つの形をつくつて、介護を

目指す人にきつちり自分が進んでいける道を見せてあげるのが一番重要になつてくるかと。

それと、国家試験の義務付けの問題、養成施設のルー トの問題では、准介護福祉士という問題

を抱えていますね。この解消も検討課題に入つてくるのではないか。ですから、同じ時期にスタ

ー トして、こちらの 600時間が一つの問題点として挙がつてきているけれども、一方、養成校ル

ー トの准介護福祉士の問題というのも、EPAの 問題等があつて残っていると。ですから、同時
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に解消 していつて、また全体は同時に新 しくすべきではないかと思いますけれども。

○駒村委員長 3年かけて本格的に体系の議論をやるべきであると。

○桝田委員 3年かけるのであればと。それか、短時間でこの問題だけをするのかという話にな

ります。

○駒村委員長 平川委員。

○平川委員 老健施設協会の平川です。

私は、この会議に出るときに 600時間問題について、ややこしいものをつくられて、迷惑だな、

場合によつては反対もしなくてはと思つていました。さまざまな議論を経て、今回中間のまとめ

が出されました。これ自体はうまくとりまとめられていると思います。ただ、この中で実施が先

延ばしされるとの書きぶりに対 して、委員から、遅い、との意見が続き、皆さんが 600時 間の導

入を望んでいたのだと驚いています。この雰囲気だと、どの事業団体も委員の方々も早 く実行 し

てくれという感 じに受け取れました。それはそれでいいのかなと思います。

ただ、先ほども意見が出ました研修については書かれていますが、それに伴 うキャリアアップ

について抜けているのは片手落ちではないかと思います。私が期待 したのは、こういう制度をつ

くることによって、今まであいまいもことしていた介護についてのキヤリアアップの仕組みが作

られるということです。

それか ら、経営者の立場で言うと、キャリアアップの仕組みの中には、頑張つている職員の賃

金に濃淡が付けられるような、原資について触れ られるのではと期待 していました。そういうこ

とについて、意見を言つてきたつもりです。

それと、実施まで、時間があるのであれば、600時間研修の内容について、出来るだけ早めに

骨子をあきらかにしてほしい。それと、研修履修をポイン ト制等にして、その積み上げで受験を

目指 していく、以前の本検討会でも言いま したが、目的到達への研修履歴が残るといつた形につ

いても少 し書いておいてもらつた方がいいかなと思つています。とりとめのない意見で申しわけ

ないですけれども、以上です。

○駒村委員長 田中先生、お願いします。

○田中委員 養成校の国家試験のことについて、お二方の委員から御意見がございました。

まず、600時 間の議論をやるということになっておったわけですが、当初、全体像の在 り方を

検討するものだと思つて、私、参加 したのですけれども、実質そこだけが取 り上げられるという

ことなので、これは第 1回 のときに申し上げたと思うのですけれども、 3年 という数字が適切か

どうか、私は判断できませんが、介護福祉士の資格につしヽそ見直すということであれば、全体像

を検討していくということが前提ではないかと思います。

2点 目は、この議論が 600時 間の負担 を軽 くして くれないかということの議論だ と思いますけ

れ ども、では 19年 の改正は一体 どうなつたのだろうということを非常に疑間に思つておつたわけ

です。 しか し、この検討会で、このことが現場には大変大きな負担であるということを我々も新

たに認識いた しま した。 したがいま して、現場で働 きなが ら資格 を取 つてい くことについて、い

ろいろな協力の仕方 を していかないといけないということも認識 してお ります。
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そういうことで、まずその前提というものが多少議論になつているものですから、我々は 3年

の間に、もしそういう時間がいただければ、働きながら資格を取るプログラムを新たに提案させ

ていただきたいと思つております。

○駒村委員長 3年をとるとするならば、本格議論に入る。そのための 3年 だということですね。

○田中委員 はい。

0駒村委員長 事務局、こういう考え方はいかがでしょうか。

○泉福祉人材確保対策室長 委員の皆様かそれでよろしければ、是非本格議論ということで 3年

間の時間をいただければと思つております。

○駒村委員長 では北村さん :

○北村委員 3年 で本格議論ということは、私も反対はしないですが、そうすると、今、喫緊の

課題の人材確保をするというところは、先ほど度江委員がおつしやつたとおり、いろいろな形の

ものがほぼでき上がっていて、そこのでこばこをなだらかにしながらということを早急にや りつ

つ、 3年 間、別の検討をすると理解 してよろしいのですか。

○駒村委員長 こちらの方は 3年ずれる、その間にということだと思います。全部何もしないで

放置するという話ではないと思います。事務局に確認。その辺の考え方の区分はどうなっていま

すか。

○泉福祉人材確保対策室長 議論の進め方ですが、施行の実務的な準備などを考えれば:施行 3

年後になりますということになりますけれども、全体の在 り方についての御議論は早急に進めて

いただ くべきものと思つております。

○北村委員 そうしますと、当然、初めにも山井政務官が来られてごあいさつをいただきながら、

課題について認識されているということですので、会からそういつた報告を上げ、また至急検討

いただくということを是非お伝えいただければと思います。

○駒村委員長 それは事務方にお願いして、今の議論が多少なりとも反映できる形で、文面をこ

の 3年 の前後に書き加えていただ〈形でとりまとめるということでよろしゅうございますか。

(「 異議なし」と声あり)

○駒村委員長 では、ほか。桝日先生、お願いします。

○桝田委員 12ペ ージの「専門介護福祉士 (仮 称)」 の表現なのですけれども、本格的に議論す

るのであれば、ここの書きぶ りも、医療ケアと障害への対応だけですけれども、例えば認知症ケ

アであつた り、マネジメン トであつたり、介護福祉士の資格を持つて、次のステップヘ行 く。最

終的に、例えば施設長に行 く道の、管理的な面を含めたコースをうくつてあげる、キヤリアラダ

ーをつくつてあげるというのが一番目に見えた形で必要かなと。

ですから、専門性を積んでいく部分というのは少し幅広く書いていただいた方がいいのかなと

思つております。

○駒村委員長 事務局、それについてございますか。

○泉福祉人材確保対策室長 専門介護福祉士とは何なのかは御議論の中でいただ くことだと思い

ますけれども、御指摘の点は恐らく検討課題だと思います。
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○駒村委員長 堀田さん。

○堀田委員 まず、今のところと関連 して申し上げますと、私も先ほども申し上げたとおりで、

この資格体系をしつか り考えるというのも今後や りますということを明記 して、その上でという

ことを書き加えることは非常に大事だと思います。   '

一方で、この先のところ、12ぺ Tジ にあるようなことについて、今回、更に深めて書 〈のは多

分時間的にも厳 しいでしょうし、それにつながる議論は、議事録を拝見する限 りでは、そんなに

この中身の詳 しいことはまだやつていないと思うのです。

なので、この中間 とりまとめの段階では、 1ペ ージの「は じめに」の上か ら 3つ 目のポツで t

この検討会は「介護分野の現状に即 した介護福祉士養成の在 り方について検討を行 うとともに」、

この後 ろにキャ リアラダー構築に資するための今後の具体像もあわせて検討を行 うものであると

書いてあ ります けれ ども、ね らいが大きく2つ あると思います。

主に今回の中間 とりまとめは、介護福祉士養成の在 り方、とりわけこのタイ トルにあるよ うに、

現任の人が取るための養成の在 り方についての検討について書いたものであつて、後 ろにあるよ

うな、先ほど皆様がおつ しゃつた、でこばこをな くしつつ先が見えるようにす るとか、専門介護

福祉士の中身 とい うことについては、今後必ずや ります ということが明記 されていることが大事

で、具体的にその中身について、今 日だけで議論 を尽 くすのは無理ではないか。

○駒村委員長 中間 とりまとめ ということですか ら、課題を列挙するとい うのは重要。確かにお

っしゃるとお り、タイ トルに 「現任」と限定的に入つているところが御指摘の とお りだと思いま

す。今 日、何か結論 を出すのは当然無理な話でございますけれども、今後の論点とい うことで、

今の御指摘のところが。 これはもうちょっと明確になるように、どこか結論部分に今の点を書 き

加えた らいいということですか。

○堀 田委員 はい。

○駒村委員長 では、この辺、まず確認 した上で。今のような修正はよろ しいですか。再度確認

して、体系論 をや ります という。

○泉福祉人材確保対策室長 文言についてはアイデアをいただければと思 つてお りますが、その

方向で検討 させていただきます。

○駒村委員長 また御相談させていただきたいと思います。

では、樋 口先生。

O樋 口委員 今の ことと関連があることなのです けれ ども、これは割 と限定的ですね。「現任介護

職員が介護福祉士受験資格 を取得するための養成の在 り方」云々ですか ら。そ うします と、私は

この検討会が 12ペ ー ジの「その他」というところで出て くる、いわゆるキヤ リアラダーの在 り方

に触れ ることは大賛成です し、そ うあつていいと思いますけれ ども、タイ トルにとらわれて しま

うとち ょつと違和感があつたのは、 6ページの一番上の丸の 6行 日。

つま り、「介護福祉士資格 を介護職員のキャ リア形成における中核的な地位」として というのは

いいのですけれ ども、「中核的な地位であるとともに中間的な目標 として位置付 け」というと、中

間の上がなければいけないわ けです。中間の上 というのは、今、我々は暗黙の うちに、了解 して
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いると思いますけれども、専門介護福祉士とか、もっとア ドミニス トレ=シ ョン的なところに行

ける人とか、そういうことをみんな考えているのだと思います。しか し、ここでいきなり「中間

的」と言われてしまうと、我々は現段階では、介護福祉士というのは、この分野における、あえ

て言えば最高の専門職と思つて介護福祉士会も―生懸命頑張つていらつしゃるのではないでしょ

うか。

だから、その上を目指すという、その上を構築 していくというのは、もしかしたらこの検討会

の役日でもあるかもしれないし、もっと国民的課題でもあるとは思うのですけれども、この中間

的でよぅしいので しょうかというのは、むしろ行政よりも介護福祉士会の皆様にうかがいたい感

じです
`

○石橋委員 中核的な地位という位置付けはいいと思いますが、中間的というのは確かに微妙な

感 じですね。

○樋口委員 書 くのだつたら専門介護福祉十とか、もつと高位のものを目指すということが しつ

か り、「その他」というところではなくて、もつとちギんとした筋立ての中に位置付けた方がよろ

しいのではないで しょうか。

○駒村委員長 田中さん。

○田中委員 その件について、私の解釈は、19年 改正のときの附帯決議で専門介護福祉士という

ことが出た。それとの関連ということで、現在の介護福祉士は中核的で、その上があるというの

か附帯決議の趣旨だと思つて理解 しておつたのですけれども、いかがなのでしょうか。

○石橋委員  「介護職員について、まず、資格要件の観点か らは、将来的には任用資格は介護福

祉士を基本とすべき」と、平成 16年度に開催された介護保険部会における「介護保険制度の見

直 しに関する意見」のところで書いてあつたと思いますけれども、そういうことをイメージしつ

つ、介護職員の目指す方向性としては、質の高い介護が行なえるように介護福祉士になつていた

だき、更にその上、生涯研修を積み上げて、まずは初任者の指導係りやチームリァダーになる、

その次は専門介護福祉士とか中間管理職の位置付けになる。次は、「管理介護福祉士」、これは仮

称ですけれども、具体的には施設長とか経営者になるという道筋がきちんとできる仕組みを示す

必要性はあると思つております。

○駒村委員長 今の石橋委員のおつしゃつたような趣旨で、この中間のところを肉付けて文面を

修正いただ くとい うことで。

○石橋委員 そ ういう裏付けをして。そ うですね。

○泉福祉人材確保対策室長 文言については相談させていただければと思いますが、意図として

は、更に先があるというのでしようか、介護福祉士にとつて、それで終わりではないという意識

があって、起草者は中間的な目標と筆が走ったわけですけれどもていい表現があれば御示唆を賜

りながら書いていただきます。

○駒村委員長 中間というのは、もっとポジティブな意味を明確にするということで、両先生、

よろしいですか。
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○樋 口委員 はい。

○駒村委員長 今の点はよろしいですか。

(「 異議な し」 と声 あ り)

○駒村委員長  ほかの意見はいかがで しょう。堀田さん、お願い します。

○堀 田委員 質問があつた ことなのですけれ ども、気が付かなかったのですが、 8ページの真ん

中 ぐらいの丸の 「なお」以下の 2段落 目のところ、「また」か ら始まるところで、「専門職 として

の介護福祉士が担 うべ きことと介護職員やよ リボランタ リーな人材 との連携によって」 というと

ころ、専門職 としての というのは、介護福祉士だけにかかつていて、資格 を持たない介護職員と

いうのは専門職 とい うのがかか つていないという理解でいいのか ということが 1つ 目。

それか ら、「よ リボランタリー な人材」というのは何なので しょうか。地域の方 々、いわゆる互

助 とか、そ ういうことの話なのか、ちょっと不明確かな ということと。

もう一つは多分簡単なことだ と思いますが、「専門職 と しての介護福祉士が担 うべ きことと介護

職員や」とあ りますが、 これは介護福祉士資格 を持たない介護職員や と理解すれ ばいいのかとい

うことで、 3点 です。

専門職のかか りが どこまでか。介護職員は資格 を持たないということを付け加 えた方がいいの

か、そ ういう趣 旨ですか ということと、よリボランタ リーなというのは、多分変更 した方がいい

のではないか という含み を持ちなが ら、どういう趣旨で書かれたで しょうか とい うことをお聞 き

したいと思います。

O駒村委員長 事務局か ら説明を。

○泉福祉人材確保対策室長 なかなかお答えするまでに至 らず、もしかするともう少 し明確に書

いた方がよいとい う御指摘だと思 つた方がよいのかも しれないと思いなが ら、御質問を伺 つてお

りま した。

専門職 としての とい うのは、この場においては介護福祉士に しかかか っていないよ うに見えま

す けれ ども、それでいいのかとい う問題意識は確かにあろうかと思います。この介護職員は、介

護福祉士の資格 を有 しないとい う程度の意味に使 つているのではないか と思います けれ ども、も

う少 し明確にす る方策があれば御教示いただければと思います。

ボランタ リーな人材 というのも、気分 としてはわかるけれ ども、報告書 としては どうか という

ことか と思いますので、そ こは検討させていただ こうと思います。

○駒村委員長  ほかにいかがで しょうか。も しよろしければ、なかなか議論も尽 きないところで

ございますが。

○馬袋委員 ほかの ところで。

○駒村委員長 馬袋委員、お願 い します。

O馬 袋委員 多分そもそもこの 600時間のことが出たときに、育成する人材の質 と介護を担 うベ

き人材の量の問題が出た と思います。ですか ら、介護 と言われる業務、ケアとい うか、全体的な

業務 と、そ こに携わ る介護福祉士の在 り方ということを整理 して議論 しないと、介護 とい う仕事

を全部介護福祉士 という形でやつていこうとす る議論ではなかったですよね。
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要するに、介護の量というものを計画的にして、そこに専門的に介護福祉士が関わっていかな

ければいけないところの像を明確にする。すなわち、それが育てるライン、育てる量、人材とし

てどれぐらい育成 していくかということにつながるのではないかということ。不足́するであろぅ

という生活支援や家事などをサポー トするいろいろな関連の仕事については、互助として地域に

て連携する。その人たちにもマネジメン トする力量を介護福祉士には求められるだろうというこ

とだと思います。      .

そういう意味のことだと思いますが、そのような形で。ここは、私は、議論 した立場で、介護

の量と質と人材というバランスを整理 しないと、単純に介護ということでまとめては育成する人

材はわからないと言つて しまつたら何も始まりませんよと提示 したことへの書きぶりではないか

と思ったものですから、そのような形として答えさせていただきます。

○駒村委員長 では、 8ページの先ほどの堀田さんからの議論のところは、質の重み付けという

か、量のバランスみたいなところの文脈でということで修正いただくことで、事務方にお願いで

きればと思います。

あとはもうよろしゅうございますでしょうか。なかなか熱心な議論が続いて終わらないわけで

すけれども、そろそろ終わ りの時間が近付いてきております6今 日はいろいろと議論が出ており

まして、具体的に中間とりまとめを案を修正 しなければいけない文面も幾つかあつたと思います。

この点については、適宜、私と事務局と、それから御発言のあった委員との間で連絡させていた

だいて、 8月 上旬を目途に中間まとめを発表させていただきたいと思つておりますが、これでよ

ろしゅうございますでしょうか。

(「 異議なし」と声あり)

○駒村委員長 はい。

そうしま したら、最後に事務局より次回の日程について御報告をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。

○事務局 次回、第 5回 の日程につきましては、 9月 でございます。机上に日程調整票を配付さ

せていただいておりますので、御記入の上、そのまま机に置いていただきますか、もしくは後日、

事務局まで御連絡いただきますようお願いいたします。

以上でございます。

○駒村委員長 では、第 5回 においては、今回の中間まとめを踏まえ、介護人材養成の在 り方に

ついて更に議論 したいと存 じます。

これで今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会の第 4回 会議を開会いたします。長時間に

わたる議論、どうもありがとうございました。
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